
 

令和４年度第２回甲賀市下水道審議会 次 第 

 

                    日 時：令和５年２月７日（火） 

午後２時から 

                    場 所：甲賀市役所 ５階 第１委員会室 

 

１．開  会 

 

 

 

２．市民憲章唱和 

 

 

 

３．あいさつ 

 

 

 

４．議  題  

（１）令和５年度甲賀市下水道事業会計予算（案）について    （資料１） 
 
 
 
（２）令和５年度甲賀市一般会計（浄化槽関係）予算（案）について（資料２） 
 
 
 
（３）地域再生計画の事後評価について             （資料３） 

 

 

 

５．そ の 他 

 

 

 

６．閉  会 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



処理水量の推移

公共下水道 （単位：㎥）

農業集落排水 （単位：㎥）

     下水道事業会計

令和４年度決算見込の概要

 収益的収支においては、概ね予算どおりの使用料収益を見込んでいます。費用面
では、委託料の入札差額や流域維持管理負担金で不用額が生じたこと等により減少
しましたが、税抜き後では大きな黒字は見込めない状況です。

 資本的収支においては、信楽町⾧野地区の下水道整備、今郷地区農業集落排水処
理施設の公共下水道接続工事、甲南駅周辺地区雨水管渠整備などを実施し、収入を
約１３億４千万円、支出を約２８億７千万円と見込んでいます。資本的収入が資本
的支出額に不足する額約１５億３千万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び繰越利益剰余金処分額で補てんしま
す。
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○収益的収支（汚水を処理するための財源と費用）
〔単位:千円、％ 消費税込み〕

（合算） 決算見込額 予算現額 比較 増減率 備考
収 益 3,610,826 3,617,664 ▲ 6,838 ▲ 0.2
費 用 3,534,771 3,635,957 ▲ 101,186 ▲ 2.8
収 支 76,055 ▲ 18,293 94,348 ▲ 515.8

収益構成 （合算）

（合算） 〔単位:千円、％ 消費税込み〕
決算見込額 予算現額 比較 増減率 備考

施設使用料 1,633,040 1,632,356 684 0.0
雨水処理負担金 43,684 43,684 0 0.0
受託工事収益 8,552 10,100 ▲ 1,548 ▲ 15.3
その他営業収益 1,001 6,370 ▲ 5,369 ▲ 84.3
受取利息 5 11 ▲ 6 ▲ 54.5
他会計補助金 940,054 940,690 ▲ 636 ▲ 0.1
県補助金 1,975 2,186 ▲ 211 ▲ 9.7
雑収益 235 172 63 36.6
⾧期前受金戻入 982,093 982,093 0 0.0
特別利益 187 2 185 9,250.0

3,610,826 3,617,664 ▲ 6,838 ▲ 0.2

施設使用料収入の推移

公共下水道 （単位：千円）

施設使用料

Ｈ30年度末 1,485,123

R元年度末 1,483,345

R  2年度末 1,484,586

R  3年度末 1,552,944

R4年度見込 1,528,082

  (税込み）

農業集落排水 （単位：千円）

施設使用料

Ｈ30年度末 131,481
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  (税込み）
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有収率の推移

公共下水道 （単位：％）

有収率

Ｈ30年度末 85.57

R元年度末 88.09

R  2年度末 86.61

R  3年度末 86.65

R4年度見込 86.51

農業集落排水 （単位：％）

有収率

Ｈ30年度末 73.87

R元年度末 73.89

R  2年度末 73.87

R  3年度末 73.89

R4年度見込 73.90

費用構成 （合算）

（合算） 〔単位:千円、％ 消費税込み〕
決算見込額 予算現額 比較 増減率 備考

職員給与費 107,572 108,337 ▲ 765 ▲ 0.7
動力費 86,714 90,253 ▲ 3,539 ▲ 3.9
光熱水費 3,074 3,076 ▲ 2 ▲ 0.1
通信運搬費 7,425 9,163 ▲ 1,738 ▲ 19.0
修繕費 37,943 40,078 ▲ 2,135 ▲ 5.3
材料費 0 0 0 -
薬品費 6,661 9,263 ▲ 2,602 ▲ 28.1
路面復旧費 0 0 0 -
委託料 234,684 246,668 ▲ 11,984 ▲ 4.9
流域下水道維持管理負担金 445,848 471,020 ▲ 25,172 ▲ 5.3
減価償却費 2,081,301 2,081,301 0 0.0
受託工事費 8,552 10,100 ▲ 1,548 ▲ 15.3
その他 120,041 143,693 ▲ 23,652 ▲ 16.5
支払利息 337,676 354,105 ▲ 16,429 ▲ 4.6
その他 56,000 57,700 ▲ 1,700 ▲ 2.9
特別損失 1,280 1,200 80 6.7
予備費 0 10,000 ▲ 10,000 ▲ 100.0

3,534,771 3,635,957 ▲ 101,186 ▲ 2.8

費用

営
業
費
用

営業外
費用

計
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○資本的収支（下水道施設を整備するための費用と財源）
〔単位:千円、％ 消費税込み〕

（合算） 決算見込額 予算現額 比較 増減率 備考
収 入 1,343,735 2,293,256 ▲ 949,521 ▲ 41.4
支 出 2,869,749 3,684,579 ▲ 814,830 ▲ 22.1
収 支 ▲ 1,526,014 ▲ 1,391,323 ▲ 134,691 9.7

収入構成 （合算）

（合算） 〔単位:千円、％ 消費税込み〕
収入 決算見込額 予算現額 比較 増減率 備考

企業債 476,000 1,369,900 ▲ 893,900 ▲ 65.3 繰越含む
出資金 363,462 363,462 0 0.0
受益者分担金 8,267 7,221 1,046 14.5
受益者負担金 12,589 15,434 ▲ 2,845 ▲ 18.4
国庫補助金 474,191 522,338 ▲ 48,147 ▲ 9.2 繰越含む
県補助金 9,226 14,901 ▲ 5,675 ▲ 38.1

計 1,343,735 2,293,256 ▲ 949,521 ▲ 41.4

支出構成 （合算）

（合算） 〔単位:千円、％ 消費税込み〕
支出 決算見込額 予算現額 比較 増減率 備考

汚水管渠整備費 495,283 1,110,331 ▲ 615,048 ▲ 55.4 繰越含む
処理場整備費 65,769 132,401 ▲ 66,632 ▲ 50.3
流域下水道建設負担金 46,640 51,304 ▲ 4,664 ▲ 9.1
分担金及び負担金事務費 2,524 2,782 ▲ 258 ▲ 9.3
浸水対策施設整備費 425,451 548,677 ▲ 123,226 ▲ 22.5 繰越含む
企業債償還金 1,834,082 1,834,084 ▲ 2 ▲ 0.0
予備費 0 5,000 ▲ 5,000 ▲ 100.0

計 2,869,749 3,684,579 ▲ 814,830 ▲ 22.1

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，５２６，０１４千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支
調整額５６，０５２千円、当年度分損益勘定留保資金１，１０３，９０８千円及び繰越利益剰余金処分額３６６，０５４
千円で補てんする。

35.41%

27.05%

0.62%
0.94%

35.29%

0.69%
企業債

出資金

受益者分担金

受益者負担金

国庫補助金

県補助金

17.26%
2.29%

1.62%

0.09%
14.83%

63.91%

0.00%
汚水管渠整備費

処理場整備費

流域下水道建設負担金

分担金及び負担金事務費

浸水対策施設整備費

企業債償還金

予備費
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○収益的収支（汚水を処理するための財源と費用）
〔単位:千円、％ 消費税込み〕

（合算）

（合算） 〔単位:千円、％ 消費税込み〕

比較 増減率

令和５年度

 資本的収支においては、汚水処理施設構想に基づき、信楽地域の管渠整備工事を継続実施す
るほか、農業集落排水処理施設の公共下水道接続関連工事、中央雨水幹線の整備工事などを行
い、安全安心で快適な生活環境づくりを進めます。

0 0

備考

計

131
2

2,386
970,859

939,976
2,186

▲ 1.1
200

営
業
外
収
益

特別利益

他会計補助金

県補助金

⾧期前受金戻入

雑収益

982,093

43,684

▲ 11,234

▲ 89.1

下水道事業会計

1.8
増減率

営
業
収
益

備考

1,632,356 29,5621,661,918

（合算）
収 益
費 用
収 支

10,100

令和５年度当初予算の概要

比較

雨水処理負担金

3,616,950

令和４年度

受託工事収益

その他営業収益

受取利息

912,091
9.1

収益構成

施設使用料

3,600,123

11

1,62945,313
1,100
6,312 6,370

▲ 16,827 ▲ 0.5

11

ー

3,616,9503,600,123

▲ 23.8
0.0

▲ 0.5▲ 16,827
02

▲ 41172

▲ 0.9
0.0

▲ 3.0

▲ 9,000
▲ 58

0

 収益的収支においては、下水道施設の動力費や修繕費など維持管理経費が増加傾向であるこ
とに加え、企業債償還等に多額の費用を要することなどから、引き続き適正かつ効率的な施設
の管理と未水洗化世帯への普及啓発を進め、持続可能な安定経営を図ります。

 施設管理については、ストックマネジメント計画に基づく施設更新や経年による老朽施設の
修繕など施設の機能確保や向上を図り、適正な汚水処理を行います。

収益

令和５年度 令和４年度

3,600,123 3,616,950 ▲ 16,827 ▲ 0.5
0

▲ 27,885

3.7

46.16%

1.26%
0.03%

0.18%0.00%

25.33%

0.07%

26.97%

0.00%
0.00%

施設使用料

雨水処理負担金

受託工事収益

その他営業収益

受取利息

他会計補助金

県補助金

長期前受金戻入

雑収益

特別利益
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（合算）

（合算） 〔単位:千円、％ؙ消費税込み〕

令和５年度 令和４年度 比較 増減率 備考

職員給与費 112,199 101,225 10,974 10.8
動力費 90,433 78,814 11,619 14.7
光熱水費 3,272 2,620 652 24.9
通信運搬費 9,068 9,163 ▲ 95 ▲ 1.0
修繕費 45,925 40,078 5,847 14.6
薬品費 11,305 9,263 2,042 22.0
委託料 244,821 246,668 ▲ 1,847 ▲ 0.7
流域下水道維持管理負担金 471,490 471,020 470 0.1
減価償却費 2,075,358 2,081,301 ▲ 5,943 ▲ 0.3
受託工事費 1,100 10,100 ▲ 9,000 ▲ 89.1
その他 150,449 143,693 6,756 4.7
支払利息 316,047 354,105 ▲ 38,058 ▲ 10.7
その他 56,756 57,700 ▲ 944 ▲ 1.6
特別損失 1,900 1,200 700 58.3
予備費 10,000 10,000 0 0.0

3,600,123 3,616,950 ▲ 16,827 ▲ 0.5計

費用

営業外
費用

営
業
費
用

費用構成

3.12%

2.51%

0.09% 0.25%

1.28%

0.31%

6.80%

13.10%

57.64%

0.03%

4.18%
8.78%

1.58%
0.05%

0.28% 職員給与費

動力費

光熱水費

通信運搬費

修繕費

薬品費

委託料

流域下水道維持管理負担金

減価償却費

受託工事費

その他

支払利息

その他

特別損失

予備費
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○資本的収支（下水道施設を整備するための費用と財源）
〔単位:千円、％ 消費税込み〕

（合算） 令和５年度 令和４年度 比較 増減率 備考
収 入 2,416,354 1,780,018 636,336 35.7
支 出 3,567,980 3,016,027 551,953 18.3
収 支 ▲ 1,151,626 ▲ 1,236,009 84,383 ▲ 6.8

収入構成 （合算）

（合算） 〔単位:千円、％ 消費税込み〕
収入 令和５年度 令和４年度 比較 増減率 備考

企業債 1,391,800 1,070,400 321,400 30.0
出資金 388,843 363,462 25,381 7.0
受益者分担金 8,788 7,221 1,567 21.7
受益者負担金 25,370 15,434 9,936 64.4
工事分担金 1,864 0 1,864 皆増
国庫補助金 589,461 313,500 275,961 88.0
県補助金 10,228 10,001 227 2.3

計 2,416,354 1,780,018 636,336 35.7

支出構成 （合算）

（合算） 〔単位:千円、％ 消費税込み〕
支出 令和５年度 令和４年度 比較 増減率 備考

汚水管渠整備費 868,969 790,784 78,185 9.9
処理場整備費 205,571 83,396 122,175 146.5
流域下水道建設負担金 107,070 51,304 55,766 108.7
分担金及び負担金事務費 3,763 2,782 981 35.3
浸水対策施設整備費 635,639 248,677 386,962 155.6
企業債償還金 1,736,968 1,834,084 ▲ 97,116 ▲ 5.3
予備費 10,000 5,000 5,000 100.0

計 3,567,980 3,016,027 551,953 18.3

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，１５１，６２６千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収
支調整額１０５，２７２千円、当年度分損益勘定留保資金１，０４６，３５４で補てんする。

57.60%

16.09%

0.36%

1.05%

0.08% 24.40%

0.42% 企業債

出資金

受益者分担金

受益者負担金

工事分担金

国庫補助金

県補助金

24.35%

5.76%

3.00%

0.11%

17.82%

48.68%

0.28% 汚水管渠整備費

処理場整備費

流域下水道建設負担金

分担金及び負担金事務費

浸水対策施設整備費

企業債償還金

予備費
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（一般会計） （企業会計）
６款 農林水産業費
 ２項 土地改良費
  ３目 農業集落排水事業費
  １９節 負担金補助及び交付金

292,528

収益的収入 基準内繰入金 173,771
 高度処理費 10,436
 臨時財政特例債等 938
 分流式下水道に要する経費 161,937
 水質規制費 460

基準外繰入金 118,757
113,746

5,011

  ２４節 投資及び出資金 40,709

資本的収入 基準内繰入金 9,020
 臨時財政特例債等 9,020

基準外繰入金 31,689
31,689

８款 土木費
 ４項 都市計画費
  ４目 下水道費
  １９節 負担金補助及び交付金

664,876

収益的収入 基準内繰入金 569,338
 雨水処理費 45,313
 水質規制費 2,743
 不明水処理費 69,338
 高度処理費 25,171
 臨時財政特例債等 1,999
 普及特別対策に要する経費 17,885
 緊急下水道整備特定事業経費 949
 その他（流域・臨時措置分） 501
 下水道事業債特別措置分 293
 分流式下水道に要する経費 404,484
 災害復旧事業債 2
 地方公営企業職員に係る児童
 手当に要する経費

660  児童手当

基準外繰入金 95,538
95,538

  ２４節 投資及び出資金 348,134

資本的収入 基準内繰入金 165,384
 臨時財政特例債等 12,215
 普及特別対策に要する経費 138,412
 緊急下水道整備特定事業経費 7,999
 その他（流域・臨時措置分） 3,038
 下水道事業債特別措置分 2,960
 災害復旧事業債 520
 地方公営企業職員に係る児童
 手当に要する経費

240

基準外繰入金 182,750
182,750

（高度処理の資本費＋高度処理維持管理費）×1/2
特例措置分利息＋臨特債利息
汚水維持管理費＋資本費（特定財源・使用料収入・他の繰入金を除く）

水質検査費用

■令和５年度予算ؙ繰入金内訳表
予算科目 繰入金額

（千円）
項    目 積算根拠

施設維持に要する経費
 特定財源を除く汚水維持管理費＋特定の財源を除く資本費
 －料金収入－他の繰入基準による繰入－分流式下水道に要する経費

高度処理維持管理事業交付金分（県自治振興交付金額）

特例措置分元金＋臨特債元金

分流式下水道に要する経費（基準外）
 分流式下水道に要する経費を元利償還金を資本費として算出した額
 －基準内の分流式下水道に要する経費

維持管理費＋（減価償却費－⾧期前受金戻入）＋利息
水質検査費用
不明水量×維持管理費
（高度処理の資本費＋高度処理維持管理費）×1/2
特例措置分利息＋臨特債利息
普及特対分利息×55％
緊急下水道特定事業債利息
流域・臨時措置分利息
特別措置分利息
汚水維持管理費＋資本費（特定財源・使用料収入・他の繰入金を除く）

災害復旧事業債利息×1/2

施設維持に要する経費

特例措置分元金＋臨特債元金
普及特対分償還元金×55％
緊急下水道特定事業債償還元金
流域・臨時措置分元金
特別措置分償還元金
災害復旧事業債償還元金×1/2
児童手当

分流式下水道に要する経費（基準外）
 分流式下水道に要する経費を元利償還金を資本費として算出した額
 －基準内の分流式下水道に要する経費
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※３００万円以上の工事を記載しています。

宮町・朝宮地区真空弁ユニット更新工事 真空弁ユニット設置工 ５基

17 畑地区処理場機械設備更新工事 機械設備工 １式

19 宮町地区処理場機械設備更新工事 機械設備工 １式

18 宮町地区処理場電気設備更新工事 電気設備工 １式 債務負担

県道岩室北土山線改良工事に伴う農業集
落排水岩室地区管渠整備工事

橋梁添架 L=13.5ｍ

14 八田春日地区処理場機械設備更新工事 機械設備工 １式

15 高嶺地区処理場機械設備更新工事 機械設備工 １式

モジュール取替工 93台

9 信楽水再生センター電気設備更新工事 電気設備工 １式

農
業
集
落
排
水
事
業

農村
整備

11 山内地区処理場機能強化工事 電気・機械設備工 １式

16 五反田地区処理場機械設備更新工事 機械設備工 １式

20

債務負担

単
独

12 通報装置モジュール取替工事 モジュール取替工 81台

13

今郷地区舗装復旧工事（公共接続）
舗装工
A=2,060m２

改
良
工
事

汚
水

地方
創生

5 ⾧野地区舗装復旧工事
舗装工
A=15,804m２

防災・
安全

7
土山オー・デュ・ブール改築更新工事協
定（ストックマネジメント）

電気・機械設備工 1式

10 信楽水再生センター機械設備更新工事 機械設備工 １式

債務負担

単
独

8 通報装置モジュール取替工事

備考

公
共
下
水
道
事
業

建
設
工
事

汚
水

地方
創生

1 ⾧野地区管渠整備工事
開削工Φ150～200 L=2078.6ｍ
推進工Φ250～300 L=  319.7ｍ

函渠工2000×1900 L=76.3ｍ
函渠工1400×1400 L=28.7ｍ

4 甲南駅周辺地区雨水整備工事 推進工Φ1000 L=275.0ｍ

単
独

2 公共下水道管渠整備工事 汚水桝設置工 50箇所

社会
資本

6

令和５年度 下水道事業 工事一覧

事業区分 番号 工事名 事業量

雨
水

防災・
安全

3 中央雨水幹線整備工事
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６．今郷地区舗装復旧工事（公共接続）

令和５年度 下水道事業 工事箇所図

１．長野地区管渠整備工事

５．長野地区舗装復旧工事

３．中央雨水幹線整備工事

４．甲南駅周辺地区雨水整備工事

※３００万円以上の工事を記載しています。

11．山内地区処理場機能強化工事

14．八田春日地区処理場機械設備更新工事

15．高嶺地区処理場機械設備更新工事

17．畑地区処理場機械設備更新工事

７．土山オー・デュ・ブール改築更新

工事協定（ストックマネジメント）

18．宮町地区処理場

電気設備更新工事19．

宮町地区処理場

機械設備更新工事

２．公共下水道管渠整備工事

８．12.通報装置モジュール取替工事

（市内一円）

公共下水道事業

農業集落排水事業

16．五反田地区処理場機械設備更新工事

13．県道岩室北土山線改良工事に伴う農

業集落排水岩室地区管渠整備工事

20．宮町・朝宮地区真空弁

ユニット更新工事

９．信楽水再生センター電気設備更新工事

10．信楽水再生センター機械設備更新工事
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 資料２  

一般会計 浄化槽関係予算について 

 

１．合併浄化槽にかかる補助について 

   甲賀市では、合併浄化槽にかかる下記の補助制度があります。 

 

（１）浄化槽設置整備事業補助 

    合併浄化槽区域及び下水道等の供用開始が７年以上 

見込まれない区域の住宅用、公共用の合併浄化槽の 

設置費用に対し、予算の範囲内で補助します。 

 

      ＜例 ７人槽の場合（※１基あたり 1,100,000 円） 

                    ※環境省試算値＞ 

 

 

 

 

（２）浄化槽設置の上乗せ補助 

    合併浄化槽区域において地域が組合を作り、集中的にまとまって実施する「面的整備事業」

には、上記の「(１)浄化槽設置整備事業補助」に加え、次の「①面的整備事業補助」及び

「②維持管理事業補助」の上乗せ支援を行います。 

 

     ① 面的整備事業補助 ＜例 ７人槽の場合（※１基あたり1,100,000円）※環境省試算値＞ 
 

設置者負担 面的整備事業補助 設置整備事業補助 

406,000 円 280,000 円 414,000 円 

 

     ②維持管理事業補助 

       面的整備事業を実施した組合に対し、同事業で設置した合併浄化槽及び既存合併浄

化槽の維持管理に対する費用の一部を最大１２年間助成します。 

       【１基当たり 20,000 円】 
 

        ※ただし、法定検査及び保守点検、清掃を実施していない合併浄化槽は、 

         補助金の交付対象になりません。 
 

    また、地域の実情により面的整備事業の対象とならない住宅用、公共用の合併浄化槽には、

「③促進補助金」として上乗せ支援を行います。 

 

     ③ 促進補助金 ＜例 ７人槽の場合（※１基あたり 1,100,000 円）※環境省試算値＞ 
 

設置者負担 促進補助 設置整備事業補助 

546,000 円 140,000 円 414,000 円 

設置者負担 設置整備事業補助 

686,000 円 414,000 円 

補助基準額 

5 人槽     332,000 円 

6～7人槽   414,000 円 

8～10 人槽   548,000 円 

11～20 人槽  939,000 円 

21～30 人槽 1,472,000 円 
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（３）浄化槽設備修繕費補助 

    合併浄化槽区域及び下水道等の未供用区域において、合併浄化槽の修繕に対する費用の 

一部を予算の範囲内で補助します。 
 

住宅用・公共用、合併浄化槽区域の企業・事業所 

5～50 人槽 
・修繕費用が３万円以上（補助率 1/2） 

・補助金の上限は 10万円 

51 人槽～ ・補助金の上限は 30万円 

 

 

２．令和５年度 一般会計 浄化槽関係予算（案）について 

   合併浄化槽区域等において、快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、合

併浄化槽の設置及び機能維持を促進するための費用補助を行います。 

   また、浄化槽法改正に伴い維持管理情報を含めた浄化槽台帳システムを導入します。 

 

・浄化槽に対する補助 

（１）浄化槽設置整備事業補助金      33 基    16,868 千円（対前年度予算±0 千円） 

 

（２）浄化槽設置面的整備事業補助金   信楽町 小川、西地区 

                     14 基    3,920 千円     （△280 千円） 

 

（３）浄化槽維持管理事業補助金     信楽町 多羅尾、神山、杉山、柞原、田代、江田、 

                        小川、西地区 

                     570 基    11,400 千円     （＋200 千円） 

 

（４）浄化槽設置促進補助金        10 基    1,400 千円      （±0 千円） 

 

（５）浄化槽設備修繕補助金        46 基    2,175 千円      （±0 千円） 

 

・浄化槽台帳整備業務委託               3,410 千円      （＋3,410 千円） 
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甲賀市地域再生計画の事後評価について 

 

１．地域再生計画について 

国が定める地方創生整備推進交付金（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）は、地 

域再生法等に基づく交付金として、各地域で住みよい環境を確保し、将来に渡り活力あ

る日本社会を維持していくため、市の総合計画に位置付けられた自主的・主体的で先導

的な汚水処理施設整備の実施に要する費用に充てるものです。 

この交付金を活用するためには、目標や期間、複数の実施する事業内容を取りまとめ

た「地域再生計画」を作成し、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。 

  甲賀市では、平成１７年度よりこの交付金を活用し、主に信楽町の公共下水道事業、

農業集落排水事業、浄化槽整備事業を推進してまいりました。 

  今回、平成２９年度より取り組んできた地域再生計画が終了したことから事後評価を

行うものです。（公共下水道整備事業が令和４年度に一部繰越を行ったため） 

 

２．地域再生計画の事後評価について 

  計画の事業期間終了後に、事業効果の状況や計画時に設定した目標の達成状況につい

て、第三者で構成される委員会などから意見を聴取し評価を行い、その結果を今後の施

策に反映するとともに市のホームページ等で公表します。 

 

３．計画の概要 

１）計画の名称 

「歴史と文化、ひとがあつまる快適なふるさと信楽のまちづくり再生計画」 

２）計画の期間 

    平成２９年度～令和３年度（５年間）  

  ３）計画の目標 

    下水道及び浄化槽の整備を行い、生活環境を改善することにより住みやすさや 

観光客のリピートを促す。 

 （指標１）信楽町の人口減少の抑制 

   《計画》基準年人口（平成２７年度末）   １２，１０５人 

       中間目標値（令和元年度末）    １１，２２９人 

       最終目標値（令和３年度末）    １０，８２２人 

 （指標２）信楽町の観光客の増加 

   《計画》基準年観光客数（平成２７年度末） １，５１６千人 

       中間目標値（令和元年度末）    １，６２１千人 

       最終目標値（令和３年度末）    １，６７３千人 

  ４）客観的指標 

   （指標１）汚水処理施設の整備の促進（汚水処理人口普及率２１％向上）    

基準年 

（Ｈ２７） 

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

４３％ ４７％ ４９％ ５２％ ５７％ ６４％ 

   

 

 

 

資料３ 
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人口（住民基本台帳） （単位：人）

平成27年度

(H28.3.31)

平成29年度

(H30.3.31)

平成30年度

(H31.3.31)

令和元年度

(R2.3.31)

中間目標

令和２年度

(R3.3.31)

令和3年度

（R4.3.31)

最終目標

信楽町（計画） 12,105 11,667 11,448 11,229 11,025 10,822

信楽町（実績） 12,105 11,700 11,440 11,194 10,946 10,674

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

平成27年度
(H28.3.31)

平成29年度
(H30.3.31)

平成30年度
(H31.3.31)

令和元年度
(R2.3.31)
中間目標

令和２年度
(R3.3.31)

令和3年度

（R4.3.31)

最終目標

（単位：人）

信楽町の人口

信楽町（計画） 信楽町（実績）

コロナ禍

５）その他の関連事業 

   

事 業 名 事 業 内 容 

浄化槽設置整備事業 住宅用の合併浄化槽の上乗せ補助、住宅用以外の合

併浄化槽には基本額補助 

合併浄化槽設置修繕補助事業 合併浄化槽の修繕費の補助 

浄化槽維持管理事業補助事業 住宅用の合併浄化槽を面的に整備した浄化槽維持

管理組合に対する維持管理費の補助 

宅内排水設備設置資金融資あっせ

ん及び利子補給事業 

公共下水道や合併浄化槽等への接続に関する工事

に要する資金の融資あっせんや利子の補助 

観光復興事業費補助 観光客の誘致促進及び観光振興を図るため、組織の

充実と事業に要する経費の補助 

観光地関連施設整備事業費補助 観光客への利便性と観光客の誘致促進を図るため、

駐車場や公衆トイレの整備に要する経費の補助 

空き家活用リフォーム促進事業 空き家及び空店舗の有効活用の促進を図るため、空

き家等のリフォーム工事を行う者に対する補助 

移住定住促進事業 大都市で開催される移住フェア等での情報発信 

 

４．達成状況等 

  １）目標  

（指標１）信楽町の人口減少の抑制  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  中間年である令和元年度末では、目標達成率が９９．７％と概ね達成できていたが、

甲賀市内全体でもコロナ禍による出生率が伸び悩み、最終年では、計画人口より１４

８人少なく、目標達成率は９８．６％と目標達成とは至らなかった。 
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1,800

平成27年 平成29年 平成30年 令和元年

中間目標

令和２年 令和3年

最終目標

信楽町の観光客入込数

信楽町（計画） 信楽町（実績）

コロナ禍

トリエンナーレ開催

スカーレット効果

(千人)

観光客入込数（1月～12月) （単位：千人）

平成27年 平成29年 平成30年
令和元年

中間目標
令和２年

令和3年

最終目標

信楽町（計画） 1,516 1,569 1,595 1,621 1,647 1,673

信楽町（実績） 1,516 1,421 1,361 1,618 1,332 1,267

  しかし、平成２７年度での７３歳以下の人口と令和３年度の６歳から７９歳までの人

口を比較すると減少率が９１．３％と全体の計画人口減少率の８９．４％を上回り転

居による人口減少は抑制されていると推測できる。 

 

  〇信楽町計画人口 

  平成 27 年度 12,105 人 

    ↓ （減少率 89.4%） 

令和３年度  10,822 人 

 

  〇73 世代の人口（実績） 

   平成 27 年度(0～73 歳) 9,864 人 

    ↓ （減少率 91.3%） 

   令和 3年度(6～79 歳)  9,000 人 

       

 

 

 

   （指標２）信楽町の観光客の増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光客入込数については、コロナ感染症による行動制限等が長引き目標達成率が 

７５．７％となり達成できなかった。コロナ感染症の流行がなければ、ＮＨＫ朝の 

連続ドラマの「スカーレット」効果等による来訪者が見込まれ観光客の増加につなが

ったと推測される。 
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汚水処理人口普及率

平成27年度

(H28.3.31)

平成29年度

(H30.3.31)

平成30年度

(H31.3.31)

令和元年度

(R2.3.31)

令和２年度

(R3.3.31)

令和3年度

（R4.3.31)

甲賀市 95.2% 95.6% 95.7% 96.1% 96.2% 96.4%

信楽町(計画) 43.0% 47.0% 49.0% 52.0% 57.0% 64.0%

信楽町(実績) 43.0% 47.7% 54.7% 58.1% 58.3% 65.0%
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(H28.3.31)
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(R2.3.31)

令和２年度
(R3.3.31)

令和3年度

（R4.3.31)

汚水処理人口普及率

甲賀市 信楽町(計画) 信楽町(実績)

 ２）客観的指標 

   （指標１）汚水処理施設の整備の促進（汚水処理人口普及率２１％向上） 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客観的指標の汚水処理人口普及率については、公共下水道の整備とともに、合併浄 

化槽の設置を地域で集中的に行う面的整備事業を推進し、目標値を達成することがで

きた。 

 

  ３）事業区域 

    ・公共下水道  甲賀市信楽町長野、江田の一部 

    ・浄化槽（個人設置型） 甲賀市信楽町全域 

  ４）事業期間 

    ・公共下水道      《計画》平成２９年度～令和３年度 

《実績》平成２９年度～令和３年度（令和４年度繰越） 

    ・浄化槽（個人設置型） 《計画》平成２９年度～令和３年度 

《実績》平成２９年度～令和３年度 

  ５）事業量                             

    ・公共下水道 管路施設 《計画》φ100～800  １０，０７５ｍ   

《実績》φ100～800   ６，４６７ｍ 

    ・浄化槽（個人設置型） 《計画》  １５５基  

《実績》  １４７基 

  ６）事業費 

    ・公共下水道      《計画》 1,495,000 千円（うち交付金 747,500 千円） 

                《実績》 1,495,000 千円（うち交付金 747,500 千円） 

    ・浄化槽（個人設置型） 《計画》   63,148 千円（うち交付金 21,049 千円） 

                《実績》     60,639 千円（うち交付金  20,213 千円） 

  ７）実施状況図（別図参照） 

 

 

 

 



凡 例

供用開始済区域

整備済（未供用）区域

整備済み幹線

H28～R3整備計画区域

p

公共下水道整備事業 実施状況図

信楽駅

信楽小学校

信楽地域

市民センター

谷川

会館

信楽

図書館 信楽

体育館

信楽消防署

新宮神社

Ｒ３０７号

●公共下水道整備事業

《計 画》 《実 績》

管路施設 φ100～800 10,075m φ100～800 6,467m

事業期間 H29年度～R3年度 H29年度～R3年度

事業費 1,495,000千円 1,495,000千円

うち交付金 ( 747,500千円)            ( 747,500千円)
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田代 9基

神山 61基

杉山 9基

柞原 20基

長野 4基

江田 26基

小川 9基

小川出 1基

中野 4基

宮町 1基

西 2基

多羅尾 1基

浄化槽設置整備事業 実施状況図

●浄化槽設置整備事業

《計 画》 《実 績》

設置数 １５５基 １４７基

事業期間 H29年度～R3年度 H29年度～R3年度

事業費 63,148千円 60,639千円

うち交付金 （21,049千円） （20,213千円）
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都道府県名 事業実施主体 地域再生計画名

計画期間 評価責任者

移住定住促進事業 大都市で開催される移住フェア等での情報発信
毎年度、東京や大阪等で開催される移住フェア等に参加し情報発信を行い、市外からの移住を促進している。令和２年度、令和３年度については、コロナ感染症による行動制限に伴いＷＥＢ
開催や回数を減少して行った。

浄化槽維持管理事業補助事業
住宅用の合併浄化槽を面的に整備した浄化槽維持管
理組合に対する維持管理費の補助（県費補助事業）

合併浄化槽区域において、住宅用の合併浄化槽を面的に整備した浄化槽維持管理組合に対し、維持管理費の補助を行うことで、汚水処理人口の向上と公衆衛生の保全に寄与している。平
成２９年度の２９３件から令和３年度には５２５件と増加している。

宅内排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給事
業

公共下水道や合併浄化槽等への接続に関する工事に
要する資金の融資あっせんや利子の補助

信楽町内での申請はなかったが、下水道及び合併浄化槽への接続に関する工事に要する資金の融資あっせんと公共下水道等の供用開始３年以内に接続した者及び合併浄化槽に接続した
者に対し、利子の３分の２以内で補助を行うことにより、水洗化の向上を図っている。

観光振興事業費補助

公共下水道等が供用開始されていない地域において、合併浄化槽の修繕費の補助を２１２件行い、生活環境及び公衆衛生の継続的な保全を図っている。

空き家活用リフォーム促進事業
空き家及び空店舗の有効活用の促進を図るため、空
き家等のリフォーム工事を行う者に対する補助

リフォーム補助を行うことにより、空き家及び空店舗の有効活用を促進している。（信楽町内実績３件）

観光客の誘致促進及び観光振興を図るため、組織の
充実と事業に要する経費の補助

毎年度、地元観光協会に対し組織運営及び活動支援を行い、広報や観光ＰＲ等の観光施策の充実を図り、観光客の増加に寄与している。

⑦今後の方針等 信楽町地域は、市内の他地域に比べ下水道普及率も低いため、引き続き地域再生計画に基づき公共下水道整備事業及び浄化槽設置整備事業を実施し、生活環境及び汚水処理人口普及率の向上に努めていき、信楽町の人口減少の抑制に寄与していきたい。

④評価方法 甲賀市下水道審議会で最終目標値の実績状況について評価を行った

⑤事後評価の公表方法 甲賀市のホームページに掲載

⑥計画全体の総合評価
本地域再生計画では、地方創生汚水処理施設整備推進交付金の活用により、公共下水道の整備事業及び浄化槽設置整備事業を行い、生活環境の向上に伴う住みやすさや観光客のリピーター増加を目指したが、想定外のコロナ感染症が長引いたことにより２つの目標とも達成には
至らなかった。
しかし、整備事業の成果としては、公共下水道は幹線路線を中心としたため、延長は少なかったものの汚水処理人口普及率については、平成２７年度より令和３年度に２２％向上し６５％となり、客観的指標の計画の６４％を上回る成果を得られた。

計画外で独自に実施した事業

その他の事業

浄化槽設置整備事業
住宅用の合併浄化槽の上乗せ補助、住宅用以外の合
併浄化槽には基本額補助

合併浄化槽区域の浄化槽設置において、住宅用の合併浄化槽の上乗せ補助を１６２基、住宅用以外の合併浄化槽の基本額補助を９基行い、汚水処理人口の向上と公衆衛生の継続的な保
全を図っている。

観光地関連施設整備事業費補助
観光客への利便性と観光客の誘致促進を図るため、
駐車場や公衆トイレの整備に要する経費の補助

信楽町内において施設整備事業費補助の該当となる事業がなかったため、補助は行っていない。

合併浄化槽設備修繕費補助事業 合併浄化槽の修繕費の補助

幹線を優先して整備したため、面整備が予定より進まず計画に対し６４．２％の整備率となった。迂回路等がなく生活道路の確保に苦慮し面整備が進められなかった。

浄化槽（個人設置型）事業 155基 116基 147基 個人の経済状況等により、最終設置予定の１５５基には届かなかったが、１４７基の設置が完了し、計画に対して９４．８％の設置率となった。
特別措置を適用して行う事業

公共下水道事業
　管路施設（φ100～800）

10,075m 4,230m 6,467m

③事業の進捗状況 事業名

整備量（その他の事業では取組内容）

事業の進捗状況に関する評価
計画

中間年度
（R1）

最終実績

指標２

Ｒ３ 1,267千人 △

中間評価時では達成率９９．８％となったが、コロナ感染症による行動制限
が続き観光客の増加には至らず目標達成率は７５．７％となった。コロナ感
染症の流行がなければ、ＮＨＫの朝の連続ドラマ効果等による来訪者が見込
まれ、観光客の増加につながったと推測される。

②地域再生計画に記載した
数値目標以外の波及効果の実現状況

指標１

△

最終目標値を１４８人下回り、達成率は９８．６％となったが、甲賀市全体
でもコロナ禍による出産率の低下が見られ減少率が上がってしまった。
しかし、基準年の７３歳以下人口と、最終年の６歳から７９歳以下の人口を
比較すると人口減少率は全体計画目標の減少率８９．４％を上回る９１．
３％となっており転居による減少は抑制されていると推測され一定の効果が
あったと評価できる。

指標２ 信楽町の観光客の増加 1,516千人 Ｈ２７
(1月～12月分)

1,621千人 Ｒ１ 1,618千人 1,673千人

11,229人 Ｒ１ 11,194人 10,822人 Ｒ３ 10,674人

最終目標値の実現状況に関する評価
基準年度 年度 中間実績 基準年度 最終実績

達成状況

①地域再生計画に記載した
数値目標の実現状況

指標
基準値 中間目標値 最終目標値

事後評価

指標１ 信楽町の人口減少の抑制 12,105人 Ｈ２７
指標総
数

達成数

2 0

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）事後評価調書

滋賀県 甲賀市 歴史と文化、ひとがあつまる快適なふるさと信楽のまちづくり再生計画

平成２９年度～令和３年度 甲賀市　上下水道部長
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地 域 再 生 計 画 

 

１．地域再生計画の名称 

   歴史と文化、ひとがあつまる快適なふるさと信楽のまちづくり再生計画 

 

２．地域再生計画の作成主体の名称 

   滋賀県甲賀市 

 

３．地域再生計画の区域 

   甲賀市の区域の一部（信楽町地区） 

 

４．地域再生計画の目標 

４－１ 地域の現況 

 甲賀市は、水口町・土山町・甲賀町・甲南町・信楽町の５町が、平成１６年１０月 1

日に合併して誕生したまちである。滋賀県の東南部に位置し、面積は４８１.６２ｋ㎡と

県土の約１２％を占めている。大阪・名古屋から１００ｋｍ圏内にあり、近畿圏と中部

圏をつなぐ広域交通の拠点となっている。地形は、東南部に標高１，０００ｍを超える

山々が連なる鈴鹿山系を望む丘陵地で野洲川・杣川・大戸川沿いに平地が開け、森林も

多く、琵琶湖の水源涵養、水質保全にも重要な地域となっている。 

 奈良時代中期には、聖武天皇により紫香楽宮が開かれ、１，２７０年の歴史を有し、

近世に入って東海道が整備されると、水口や土山に宿場が置かれ、これらを中心に街道

の産業や文化が栄えた。また、日本六古窯の一つに数えられる信楽焼や、甲賀忍者、中

世城郭が有名で、寺社仏閣など貴重な文化遺産も数多く存在している。 

 近年は、京阪神と名古屋間の利便を生かし企業の進出や、京阪神のベッドタウンとし

て発展をしており、現在は９１，９４９人（平成２８年３月３１日現在）の人口を有す

る都市である。 

 このような本市において、信楽町は三重県・京都府とも隣接し、六古窯に数えられる

伝統のある信楽焼と、平均標高３８０ｍの高原の盆地特性から、山の斜面を利用し栽培

される朝宮茶は独特の香りや風味を持ち、日本五大銘茶として高級茶の伝統を守りなが

ら、年間１５１万人（平成２７年末）の観光客を迎えているまちである。 

 本市の人口は、平成２０年度末を境に初めて減少し、平成２０年度末に９５，８０８

人であった人口は、平成２７年度末には９１，９４９人となり、令和３年度末に８８，

７６６人になることが予測される。特に信楽町においては、平成２０年度末に１３，４

２０人であった人口は、平成２７年度末には１２，１０５人となり、このまま推移すれ

ば令和３年度末に１０，１６７人になることが予測され、中山間地域における人口減少

が顕著となっている。 
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４－２ 地域の課題 

 甲賀市総合戦略において、中山間地域における人口減少が顕著であること及び市内の

就業人口が減少し、市外で働く傾向にあることが課題の一つとなっている。 

特に人口減少が顕著な中山間地域である信楽町では、市内の他地域に比べ下水道普及

率も低く生活環境の格差も影響し、若者の都市流出による定住人口の減少と少子高齢化

が顕著となっている。また、従業数を増加させるために、若者や女性の就業ニーズの高

い第３次産業の場を創出したいが、信楽町の観光客数は横ばい状態となっているため、

日本を代表するクール・コンテンツである「忍者」をキーワードとし、甲賀流忍者をセ

ールスポイントに甲賀市全体の観光客を増加させ購買ニーズを増加させることが本計画

の課題としている。 

 

４－３ 計画の目標 

こうした状況を踏まえ、甲賀市総合戦略において、市民幸福度が高いまちをつくって

いくことが、最も優れた人口減少の対策であると考え、これを本戦略の基本理念とし、

施策として地域ならではの観光・地場産業などへの波及効果を生み出し、若者、女性の

就業ニーズの高い第３次産業の“しごと”の場を創出及び紫香楽（信楽焼）、お茶、自

然、文化、伝統技術など、地域の観光資源のさらなるブランド化を図るとされている。 

特に信楽町では、市内の他地域に比べ下水道普及率も低く生活環境の格差があること

及び観光客のリピートを増加させるために、地方創生汚水処理施設整備推進交付金によ

り公共下水道及び合併浄化槽の整備を一体的に推進することにより、生活環境の改善を

図ることを計画の目標としている。また、関連事業として汚水処理関連（浄化槽設置整

備事業 等）、観光客関連（観光振興事業費補助 等）及び空き家関連（空き家活用リ

フォーム促進事業 等）の補助事業を総合的に実施することにより、地域全体として活

性化が図られ、もって人口減少の抑制及び観光客の増加を目指すものである。 

   （目標１） 信楽町における人口減少の抑制 

     １２，１０５人（平成２７年度末）→１０，８２２人（令和３年度末） 

          本計画を実施しない場合：１０，１６７人（令和３年度末） 

   （目標２） 信楽町における観光客の増加（１月～１２月分） 

     １，５１６千人（平成２７年末） →１，６７３千人（令和３年末） 
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５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

 信楽町で施工している公共下水道は、平成１２年度に事業着手し、平成２７年度末にお

いて全体計画４８３．０ha のうち約７９．３haが整備済みである。 

 また、信楽町で公共下水道、農業集落排水及び既設集合排水処理地域を除く地域におい

ては、１，９３６世帯のうち、６８２世帯が合併浄化槽を設置済みである。 

 今後、更なる汚水処理施設の整備を推進するため、地方創生汚水処理施設整備推進交付

金により公共下水道及び合併浄化槽の整備を行うとともに、関連事業として汚水処理関連

（浄化槽設置整備事業 等）、観光客関連（観光振興事業費補助 等）及び空き家関連（空

き家活用リフォーム促進事業 等）の補助事業を実施することにより、地域全体として生

活環境の活性化を図り、もって、人が集まり、活気溢れる地域を目指す。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

（１）地方創生汚水処理施設整備推進交付金【Ａ３００９】 

・公共下水道・・・平成３１年２月に事業計画策定（変更） 

 ［事業主体］ 

・甲賀市 

 ［施設の種類］ 

   ・公共下水道、浄化槽（個人設置型） 

  ［事業区域］ 

・公共下水道        甲賀市信楽町長野の一部及び江田の一部 

・浄化槽（個人設置型）   甲賀市信楽町の全域（ただし、公共下水道及び農業集 

落排水の供用開始区域を除く。） 

  ［事業期間］ 

   ・公共下水道        平成２９年度～令和３年度 

   ・浄化槽（個人設置型）   平成２９年度～令和３年度 

  ［整備量］ 

 ・公共下水道     管路施設 φ100～800  L=10,075m 

・浄化槽（個人設置型）    １５５基 

   なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 

     公共下水道 1,069 人  浄化槽 388 人 

  ［事業費］ 

   ・公共下水道     1,495,000 千円（うち、交付金 747,500 千円） 

   ・浄化槽（個人設置型）  63,148 千円（うち、交付金   21,049 千円） 

   ・合  計       1,558,148 千円（うち、交付金  768,549 千円） 
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  ［事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法］ 

（平成・令和／年度）※信楽町 
基準年 

（H27） 
H29 H30 R1 R2 R3 

指標１ 汚水処理施設の整備の促進 

汚水処理人口普及率２１％の向上 
４３％ ４７％ ４９％ ５２％ ５７％ ６４％ 

［事業が先導的なものであると認められる理由］ 

   （政策間連携） 

 公共下水道及び合併浄化槽を一体的に整備することにより、短期間で効率的かつ効

果的な施設配置が可能となり、快適で魅力ある生活環境の整備といった地域再生の目

標達成に資するとともに、全体の整備コストの削減が期待できるという点で、先導的

な事業となっている。 

 

５－３ その他の事業 

    地域再生法による特別の措置を活用するほか、「歴史と文化、ひとがあつまる快適な

ふるさとまちづくり再生計画」を達成するため、以下の事業を総合的かつ一体的に行う

ものとする。 

   ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

         該当なし 

   ５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

    汚水処理関連 

    （１）浄化槽設置整備事業 

      内  容 公共下水道及び農業集落排水の整備を行わない地域において、住宅 

          用の合併浄化槽には上乗せ補助を行い、住宅用以外の合併浄化槽には 

基本額の補助を行うことで公衆衛生の継続的な保全を図る。 

（甲賀市単独事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成２８年４月～ 

（２）合併浄化槽設備修繕費補助事業 

      内  容 公共下水道及び農業集落排水が供用開始されていない地域において、 

合併浄化槽の修繕費補助を行うことにより、生活環境及び公衆衛生の 

継続的な保全を図る。 

（甲賀市単独事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成２７年４月～ 
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（３）浄化槽維持管理事業補助事業 

      内  容 公共下水道及び農業集落排水の整備を行わない地域において、住宅 

用の合併浄化槽を面的に整備した浄化槽維持管理組合に対し維持管

理費の補助を行う。 

（県費補助事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成２６年４月～ 

（４）宅内排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給事業 

      内  容 公共下水道、農業集落排水及び合併浄化槽の接続に関する工事に要 

する資金の融資を金融機関にあっせんする。 

 また、この制度で融資を受け、公共下水道及び農業集落排水におい 

ては供用開始３年以内に接続した者及び合併浄化槽に接続した者に対 

して利子の３分の２以内で補助を行う。 

（甲賀市単独事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成１６年１０月～（合併浄化槽については、平成２７年４月～） 

 

    観光客関連 

    （１）観光振興事業費補助 

      内  容 観光資源の魅力を広報宣伝するとともに、観光客の誘致促進及び観 

光振興を図るため組織の充実と活動の育成を行うために事業に要する 

経費の補助を行う。 

（甲賀市単独事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成２４年４月～ 

    （２）観光地関連施設整備事業費補助 

      内  容 観光客に利便性を与えるとともに、観光客の誘致促進を図るため、

駐車場や公衆トイレの整備に要する経費の補助を行う。 

（甲賀市単独事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成２７年２月～ 
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    空き家関連 

    （１）空き家活用リフォーム促進事業 

      内  容 空き家及び空店舗の有効活用を促進し、良好な住環境を確保するこ 

とで定住促進及び地域経済の活性化を図るため、空き家のリフォーム 

工事及び工事に伴う家財処分を行う者に対しての補助を行う。 

           （甲賀市単独事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成２８年４月～ 

    （２）移住定住促進事業 

      内  容 移住相談窓口として移住コーディネーターを設置し、大都市で開催 

される移住フェア等で情報を発信する。また、空家バンクを活用し市 

外からの移住及び市内での定住を促進し地域の活性化を目指す。 

           （甲賀市単独事業） 

      実施主体 甲賀市 

      実施期間 平成２７年４月～ 

 

６．計画期間 

   平成２９年度～令和３年度 

 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

    ４に示す地域再生計画の目標については、計画期間の中間年度及び計画年度終了後に

甲賀市の住民基本台帳及び統計調査を速やかに確認し、中間評価及び事後評価を行う。 

 

７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

 平成２７年度 

（基準年度） 

令和元年度 

（中間年度） 

令和３年度 

（最終目標） 

目標１ 

信楽町の人口減少の抑制 
１２，１０５人 １１，２２９人 １０，８２２人 

目標２ 

信楽町の観光客の増加 

（１月～１２月分） 

１，５１６千人 １，６２１千人 １，６７３千人 
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 （指標とする数値の収集方法） 

項  目 収集方法 

信楽町の人口減少の抑制 甲賀市住民基本台帳より 

信楽町の観光客の増加 市内観光入込客数の概要（観光企画推進課）より 

 

  ・目標の達成状況以外の評価を行う内容 

    １．事業の進捗状況 

    ２．総合的な評価や今後の方針 

 

７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 

    ４に示す地域再生計画の目標については、中間評価及び事後評価の内容を、速やか

にインターネット（甲賀市ホームページ）により公表する。 
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